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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本鉄道電気技術協会（JREEA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出

があり，日本産業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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無線式列車制御システム－ 

第 4 部：無線システムの性能要求事項決定手順 

Train control system using radio communication- 

Part 4: Procedure to determine the performance requirements for radio 

systems 

 
1 適用範囲 

この規格は，無線式列車制御システムに適用する無線システムのための性能要求事項を決定する手順に

ついて規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

IEC 62280，Railway applications－Communication, signalling and processing systems－Safety related 

communication in transmission systems 

 

3 用語及び定義，並びに略語 

この規格で用いる主な用語及び定義，並びに略語は，次による。 

3.1 用語及び定義 

3.1.1 

容量（capacity） 

無線リンクにおいて単位時間当たりに送受信される情報量の 大値。 

3.1.2 

伝送速度（data rate） 

ある単位周期時間当たりに伝送されるデータ量。 

注記 1 通常は，“ビット／秒”又は“バイト／秒”で表す。 

注記 2 小伝送速度は，列車制御システムのために単位時間当たりの送信データの 大量を考慮す

る必要がある。 

3.1.3 

暗号化（encryption） 

第三者が解読できないように情報を伝送する方法。 

注記 システム内で送受信される情報の秘匿性を高めるために用いる。 


